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申
請
・
問
い
合
わ
せ
先　

市
役
所
本

庁
舎
市
民
参
画
課
（
０
８
５
７
）

20̶

３
１
６
３

　

地
域
の
さ
ら
な
る
活
性
化
を
目
的

と
し
て
自
治
会
が
実
施
す
る
活
動
に

対
し
て
支
援
を
行
い
ま
す
。

●
き
ら
め
く
ま
ち
づ
く
り
事
業

対
象
事
業　

▽
地
域
の
課
題
の
解
決

に
つ
な
が
る
活
動　

▽
住
民
自
治
の

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
に
つ
な
が
る
活
動

▽
個
性
の
あ
る
地
域
づ
く
り
に
つ
な

が
る
活
動

補
助
額　

対
象
経
費
の
３
分
の
２
以

内
（
上
限
２
０
０
万
円
）

申
込
期
限　

４
月
28
日
（
金
）

●
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
支
援
事
業

対
象
事
業　

▽
運
動
会
な
ど
の
ス
ポ

ー
ツ
活
動　

▽
文
化
的
な
活
動
な
ど

地
域
内
の
多
く
の
住
民
が
参
加
す
る

事
業

補
助
額　

対
象
経
費
の
２
分
の
１
以

内
（
上
限
５
万
円
）

申
込
期
限　

５
月
31
日
（
水
）

※
詳
し
く
は
、
各
自
治
会
宛
に
お
届

け
し
て
い
る
資
料
ま
た
は
鳥
取
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
（
21
ペ
ー
ジ
参
照
）
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

申
請
・
問
い
合
わ
せ
先　

市
役
所
本

※
団
体
の
場
合
は
予
約
制
と
な
り
ま

す
。
団
体
名
・
希
望
日
・
人
数
お
よ
び

電
話
番
号
を
記
入
の
う
え
、フ
ァ
ク

シ
ミ
リ
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

◆
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
募
集
◆

　

木
・
日
曜
日
の
午
前
９
時
30
分
〜

正
午
ま
で
、
ふ
れ
あ
い
体
験
時
間
の

お
手
伝
い
を
し
て
い
た
だ
け
る
人
を

募
集
し
て
い
ま
す
。

申
込
・
問
い
合
わ
せ
先　

真
教
寺
公
園
管
理
室
・
（
０
８
５

７
）21̶

７
２
２
５

鳥
取
市
公
園･

ス
ポ
ー
ツ
施
設
協
会

（
０
８
５
７
）21̶

５
５
３
２

（
０
８
５
７
）29̶

７
０
９
４

庁
舎
市
民
参
画
課
（
０
８
５
７
）

20̶

３
１
６
３
／
各
総
合
支
所
地
域

振
興
課
（
上
記
参
照
）

内
容　

動
物
の
説
明
、
ウ
サ
ギ
、
テ

ン
ジ
ク
ネ
ズ
ミ
と
の
ふ
れ
あ
い

と
き　

毎
週
木
・
日
曜
日　

午
前
10

時
〜
11
時
30
分

と
こ
ろ　

真
教
寺
公
園
（
動
物
公
園
・

戎
町
）

対
象　

４
歳
以
上

※
動
物
た
ち
の
体
調
に
よ
り
中
止
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

自
治
会
活
動
活
性
化
支
援
事
業

真
教
寺
公
園

「
ふ
れ
あ
い
体
験
学
習
施
設
」

市民体育館休館のお知らせ

　市民体育館（吉成三丁目）は、アスベスト (石綿 )を
含む天井吹き付け材の除去工事のため、4月 1日から 7
月 31日まで休館します。市民のみなさんにはご迷惑を
おかけしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。

問い合わせ先　市役所第２庁舎体育課 （0857）20－3373

4月1日（土）～7月31日（月）休館日：

　ごみのないきれいな砂丘を守るため、みなさんの
　ご協力をお願いします。

と　き　4月16日（日）午前9時30分～11時30分
           　※雨天の場合は、4月23日（日）に順延
           　※実施の有無は、当日午前6時30分に鳥取市
　　　　　  ホームページ（21ページ参照）に掲載
ところ　砂丘県営駐車場集合

春の砂丘一斉清掃

問い合わせ先　鳥取砂丘一斉清掃実行委員会
　　　　　　 （市役所本庁舎市民参画課内）
                      （0857）20－3163

　市・県民税均等割が課税されて
いる夫と生計が同一の妻は、均等
割が非課税でしたが、平成 16年
度の地方税法の改正により課税さ
れるようになりました。17年度
は経過措置として２分の1を課税し、18年度からは全
額課税になります。ただし、老年者非課税廃止の経過措
置に該当する人は除きます。

※一定の所得以下の場合はこれまでどおり非課税とな
ります。
問い合わせ先　

△

市役所駅南庁舎市民税課 （0857）
20－3417

△

各総合支所市民生活課（14ページ上記参照）

市・県民税均等割の
税額の見直し

市民税 ⇒ 3000円
県民税 ⇒ 1300円 (森林環境保全税300円含む )

市・県民税均等割額

未成年者の飲酒は法律で禁止されています。

4 月は未成年者飲酒防止強調月間です

　成長過程にある未成年者の飲酒
は、身体などにさまざまな害をもたら
します。家庭や地域で、未成年者の
飲酒防止に取り組みましょう。

問い合わせ先　鳥取税務署（酒類指導官部門） （0857）22－2141

【市・県民税】


